
1/12 

○陸前高田市飲用水等給水施設整備費補助金交付要綱 

平成２９年９月１３日 告示第１４１号 

改正 令和４年３月２４日 告示第 ３１号 

改正 令和７年９月１２日 告示第 ８９号 

（趣旨） 

第１ この要綱は、上水道等の未普及地域において、飲用水等の安定的な供給を図り、

もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に資するため、地域住民組織等が飲用水等

給水施設を整備する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するこ

とについて、陸前高田市補助金交付規則（昭和３３年規則第２号）に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 地域住民組織等 上水道等の未普及地域の住宅のうち、自らが施設を整備し、

及び管理する個人及び組織をいう。 

⑵ 飲用水等給水施設 給水人口が１００人以下の飲用水等を供給する水道をいう。 

（補助対象事業） 

第３ 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる全ての要件を満たす事業（以下

「補助事業」という。）とする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、

この限りでない。 

⑴ 次に掲げる区域以外の地域（以下「対象地域」という。）で、地域住民組織等

が、飲用水等給水施設を整備するものであること。 

ア 陸前高田市上下水道事業の設置等に関する条例（昭和４３年条例第５号）第

２条第２項に規定する上水道の給水区域 

イ 陸前高田市小規模給水施設設置条例（昭和６３年条例第９号）第３条に規定

する給水区域 

⑵ 開発行為又は営利を目的とする水道施設の設置でないこと。 

（補助事業の対象者） 

第４ 補助事業の対象となる者は、対象地域の住宅に居住し、又は居住しようとする

者で構成する地域住民組織等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 市が水道施設を整備した場合に、速やかに市の水道に切り替えることの同意が
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あること。 

⑵ 国、地方公共団体等の官公署、公共的団体又は法人でないこと。 

⑶ 他人の土地に飲用水等給水施設を設置する場合において、当該土地の所有者の

承諾を得ていること。 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第５ 補助対象経費及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。 

２ 補助対象経費の範囲は、前項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 配水管から分岐して居住する住宅の宅地内に設置される最初の止水栓（以下

「第１止水栓」という。）までの工事（第１止水栓から住宅敷地境界まで道路等

がある場合は、その間の工事を含む。）に要する経費及び水道水の安定供給を図

るために必要なポンプ、受水槽等の設置工事に要する経費 

⑵ その他市長が認める水道工事に要する経費 

（補助金の交付申請） 

第６ 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、陸前高田市

飲用水等給水施設整備費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付

し、市長に提出しなければならない。 

⑴ 構成員の承諾書 

⑵ 収支予算書 

⑶ 補助対象経費の見積書又は設計書 

⑷ 工事予定場所の位置図及び設計図 

⑸ 給水管布設平面図及び立面図 

⑹ 公図の写し 

⑺ 占用許可等の写し 

⑻ 土地所有者の承諾書 

⑼ その他市長が必要と認める書類 

２ 申請者は、補助限度額の範囲内に達するまで補助金の交付申請ができるものとす

る。ただし、先に着手した補助事業が完了した後でなければ、次の補助金の交付を

申請することができない。 

（補助金の交付決定） 

第７ 市長は、第６の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を

審査し、必要に応じ現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。 
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２ 市長は、前項の規定により、補助金の交付の可否について決定したときは、陸前

高田市飲用水等給水施設整備費補助金交付決定通知書（様式第２号）又は陸前高田

市飲用水等給水施設整備費補助金不交付決定通知書（様式第３号）により申請者へ

通知するものとする。 

（変更承認申請書等） 

第８ 第７第２項の規定により交付決定を受けた申請者（以下「補助事業者」とい

う。）は、交付決定を受けた内容を変更し、又は中止しようとするときは、陸前高

田市飲用水等給水施設整備費補助金変更（中止）承認申請書（様式第４号）を市長

に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、承認の可否を決定し、承認した

ときは陸前高田市飲用水等給水施設整備費補助金変更（中止）承認決定通知書（様

式第５号）により、承認しないときは陸前高田市飲用水等給水施設整備費補助金変

更（中止）不承認決定通知書（様式第６号）により申請者に通知するものとする。 

（完了報告） 

第９ 補助事業者は、補助事業が完了したときは、陸前高田市飲用水等給水施設整備

費補助金完了報告書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、完了

検査を受けなければならない。 

⑴ 工事費等の請求書又は領収書の写し若しくは費用を支払ったことを証する書類 

⑵ 完成図面 

⑶ 施工写真 

⑷ 原水又は浄水の水質検査報告書 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の請求及び交付） 

第１０ 補助事業者は、第９の完了検査において完了確認を受けたときは、速やかに

陸前高田市飲用水等給水施設整備費補助金交付請求書（様式第８号）を市長に提出

するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、当該請求書を審査し、補助金

を交付すべきものと認めたときは、当該請求書を受理した日から起算して３０日以

内に補助金を交付するものとする。 

（工事の確認） 

第１１ 市長は、補助事業を適正に執行するため、水道工事の現場に立入り調査をす
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ることができる。 

（維持管理） 

第１２ 補助事業者は、補助金の交付を受けて整備した施設について、適切な維持管

理に努めるとともに、年１回以上、貯水槽等の清掃を実施しなければならない。 

（補則） 

第１３ この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

別表（第５関係） 

補助対象経費 補助限度額 

取水、浄水、貯水、送水及

び配水の施設の新設、増設又

は改造（交換、修繕を除

く。）に要する経費 

補助対象経費の１０分の８に相当する額以内の

額。ただし、１戸当たり１００万円を限度とす

る。（１，０００円未満の端数が生じたときは、

その端数を切り捨てた額） 
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様式第１号（第６関係） 

年  月  日  

 

陸前高田市長  様 

 

住  所 

氏  名 

電話番号 

 

 

陸前高田市飲用水等給水施設整備費補助金交付申請書 

陸前高田市飲用水等給水施設整備費補助金交付要綱第６の規定により、補助金の交

付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

交付申請額             円 
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様式第２号（第７関係） 

 

陸前高田市指令  第    号  

住  所 

氏  名 

 

 

陸前高田市飲用水等給水施設整備費補助金交付決定通知書 

    年  月  日付けで申請があった陸前高田市飲用水等給水施設整備費補

助金の交付について、陸前高田市飲用水等給水施設整備費補助金交付要綱第７の規定

により、次のとおり通知します。 

 

交付決定額             円 

 

    年  月  日 

陸前高田市長           印 
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様式第３号（第７関係） 

 

陸前高田市指令  第    号  

住  所 

氏  名 

 

 

陸前高田市飲用水等給水施設整備費補助金不交付決定通知書 

    年  月  日付けで申請があった陸前高田市飲用水等給水施設整備費補

助金の交付について、下記の理由により不交付としますので、陸前高田市飲用水等給

水施設整備費補助金交付要綱第７の規定により通知します。 

 

    年  月  日 

陸前高田市長           印 

 

記 

不交付の理由 

 

 

教示 

１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内に、陸前高田市長に対して審査請求書を提出して審査請求

することができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内であっても、当該処分があった日の翌日から起算して１年を経

過すると、審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、陸前高田市を被告として（訴訟において陸前高田市を代表する

者は、陸前高田市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することがで

きます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内であっても、当該処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると、処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、１の審査請求

をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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様式第４号（第８関係） 

    年  月  日  

 

陸前高田市長          様 

 

住  所 

氏  名 

電話番号 

 

 

陸前高田市飲用水等給水施設整備補助金変更（中止）承認申請書 

    年  月  日付け陸前高田市指令  第  号で交付決定を受けた標記

補助金について、下記のとおり工事を変更（中止）したいので、陸前高田市飲用水等

給水施設整備費補助金交付要綱第８の規定により、申請します。 

記 

変更（中止）の内容  

変更（中止）の理由  

変更後申請額  

 

（注）必要により次の書類（変更後）を添付のこと 

⑴ 補助対象経費の見積書又は設計書 

⑵ 工事予定場所の位置図及び設計図 

⑶ 給水管布設平面図及び立面図 

⑷ 公図の写し 

⑸ その他市長が必要と認める書類 
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様式第５号（第８関係） 

陸前高田市指令  第  号  

住  所 

氏  名 

 

 

陸前高田市飲用水等給水施設整備費補助金変更（中止）承認決定通知書 

    年  月  日付けで申請があった陸前高田市飲用水等給水施設整備費補

助金変更（中止）承認申請については、次のとおり承認することに決定したので、陸

前高田市飲用水等給水施設整備費補助金交付要綱第８の規定により通知します。 

 

    年  月  日 

陸前高田市長           印 

 

１ 変 更 交 付 決 定 額  金         円 

既 交 付 決 定 額 金         円 

追加（減額）交付決定額 金         円 

 

２ 承認する事項 
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様式第６号（第８関係） 

 

陸前高田市指令  第    号  

住  所 

氏  名 

 

 

陸前高田市飲用水等給水施設整備費補助金変更（中止）不承認決定通知書 

    年  月  日付けで申請があった陸前高田市飲用水等給水施設整備費補

助金変更（中止）承認申請については、次のとおり承認しないことに決定したので、

陸前高田市飲用水等給水施設整備費補助金交付要綱第８の規定により通知します。 

 

    年  月  日 

陸前高田市長           印 

 

記 

不承認の理由 

 

 

教示 

１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内に、陸前高田市長に対して審査請求書を提出して審査請求

することができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内であっても、当該処分があった日の翌日から起算して１年を経

過すると、審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、陸前高田市を被告として（訴訟において陸前高田市を代表する

者は、陸前高田市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することがで

きます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内であっても、当該処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると、処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、１の審査請求

をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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様式第７号（第９関係） 

年  月  日  

 

陸前高田市長          様 

 

住  所 

氏  名 

 

 

陸前高田市飲用水等給水施設整備費補助金完了報告書 

    年  月  日付け陸前高田市指令  第  号で補助金の交付決定を受け

た事業が完了したので、下記のとおり報告します。 

記 

飲用水等給水 
施設整備の場所 

陸前高田市    町 

工事の期間 
着工      年   月   日 

完成      年   月   日 

給水工事事業者 

住所又は所在地 

氏名又は名称 

電話番号 

交付決定額 金          円 

添付書類 

⑴ 工事費等の請求書又は領収書の写し若しくは費用を支払ったことを証明する

書類 

⑵ 完成図面 

⑶ 施工図面 

⑷ 原水又は浄水の水質検査報告書 

⑸ その他市長が必要と認める書類 
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様式第８号（第１０関係） 

年  月  日  

 

陸前高田市長          様 

 

住  所 

氏  名 

 

 

陸前高田市飲用水等給水施設整備費補助金完了報告書 

    年  月  日付け陸前高田市指令  第  号により交付決定の通知があ

った陸前高田市飲用水等給水施設整備費補助金について、事業が完了したので、次の

とおり請求します。 

 

金        円 

 

金 融 機 関 名  

預 金 の 種 別 普通 ・ 当座 

口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義 人  

 

 

 


